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研究成果の概要（和文）：本研究は、被用者および従属的な自営業者も包含する「個人的雇用契約」として雇用
関係を再定義するイギリスにおける理論的基盤と法的手法を検討するものである。雇用関係は非典型雇用を中心
に多様化し、また、ギグ・エコノミー（Gig Economy）の登場は伝統的なビジネスモデルを根本から変えようと
している。各国の法的保護のあり方をふまえ、労働法の再編成の方策を検討することが必要である。

研究成果の概要（英文）：This project clarifies the role and meaning of British Scholar’s idea, 
reconceptualise the employment relationship as a ‘personal employment contract’ covering both 
employees and the dependent self-employed. Employment types appear to be diversifying in non-regular
 employment,and the advent of the gig economy will fundamentally change traditional business models.
 We must examine the various national security programs and consider amendments to the employment 
law.

研究分野： 労働法
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１．研究開始当初の背景 
わが国では、労働法の適用対象をめぐる研

究は、主として労働者概念の問題として行わ

れてきた。そこでは、労使の対等決定や交渉

力格差の是正に労働法の役割を求め、雇用や

請負等の法形式の異同や、「使用従属関係」

をどのように判断すべきか等を中心に議論

の蓄積がなされており、労働市場を規律する

法的装置として、「労働契約」をどのように

位置づけるのかについては、必ずしも十分な

検討はなされてこなかったように思われる。 

しかし、近年では、雇用システムの変化や

就業形態の多様化、IT（情報技術）化の進展

により、SOHO、テレワーク、在宅就業者とい

った雇用と自営の中間的な働き方や、会社に

所属しないフリーランスという働き方が急

速に増加している。また、使用者のイニシア

ティブで契約形式や契約内容を変更するこ

とにより、労働関係法規の適用を免れようと

する、いわば就業形態の「非雇用化」ともい

うべき現象も顕著になっている。伝統的な従

属的な労働関係を対象とする画一的な労働

法規制は、多様化する就業形態の実態と乖離

しつつあり、「使用従属関係」に基づいて労

働法の適用範囲を画定するこれまでの手法

は、判断基準としても機能不全に陥っている。 

近年のこうした変化は、雇用システムと労

働市場の実効性をどのように確保していく

かという問題が、労働法学において緊急かつ

重要な課題になっていることを示している。 

 
２．研究の目的 
本研究は、以上のような問題意識から、雇

用システムの制度設計において、労働契約概

念の現代化を企図して、より広い契約概念を

用いる法的手法に注目し、これを契約概念の

「再定義」の問題として位置づけ、そもそも

いかなる契約について、どのような法的保護

や法規制を及ぼすべきかについて諸動向を

特徴づけることを目的とするものである。 

こうした中で、イギリスにおいては、「雇

用契約（contract of employment）」そのも

のの再検討を行い、これまでの従属的関係を

基礎とする近代法の雇用契約概念について

根本的な構造転換を図り、それを現代の雇用

関係に適合的な形に再編成することを企図

する理論的検討が本格的になされている。ま

た、労働法の適用対象とされる雇用契約概念

を、他の類型の契約概念との共通化を試みる

理論的検討もなされている。さらには、法の

適用対象を「雇用契約」関係に限定しない立

法政策を積極的に採用する国もある。 

これは、従属的な地位にある労働者のみを

その対象としてきたこれまでの労働法のあ

り方そのものを問い直すことを意味し、今後

の労働法のあるべき方向性を見定めるうえ

で、重要となる基本的視座を抽出することが

本研究課題の目的である。 

 
３．研究の方法 
本研究では、イギリス法を主な対象国とし、

あわせてアメリカ法も視野に入れて比較法

的考察を行った。 

まず、イギリスにおいては、「雇用契約

（contract of employment）」の歴史的形成

について、基礎的研究を行った。イギリスで

は、被用者か自営業者かという二者択一の制

度が歴史的にどのように形成されたのかを、

明らかにすべく分析を行った。また、イギリ

スでは「雇用契約」概念を再構成する議論が

なされており、「雇用契約」概念を再構成す

る理論的動向について検討を行った。 

 研究を進める過程において、ギグ・エコノ

ミー（Gig Economy）ないしシェアリング・

エコノミー(Sharing Economy)とよばれるオ

ンデマンド経済の拡大について検討を行う

必要性を認識し、イギリス法のみならず、ア

メリカ法も含めた議論状況について検討を

行った。 

 
４．研究成果 

本研究は、その成果として以下の点につい



て明らかにした。 

 まず、イギリスおよびアメリカにおいて、

雇用契約概念の再定義をめぐる理論的状況

を明らかにした。Mark Freedland は、労働法

の適用範囲を画する概念として、自営的な雇

用労働をも包含する「個人的雇用契約

（personal employment contract）」という

概念が提唱し、労働関係を契約的理解から、

「 個 人 的 労 働 関 係 （ personal work 

relations）」として理解し、適用範囲を拡大

させる議論を展開している。従来の雇用契約

概念を再設定する理論的検討であり、諸外国

において契約論の再検討の動きが連鎖的に

検討されていることが明らかになった。 

次に、雇用契約に関する研究を進めるうち

に、オンデマンド経済の拡大について検討を

行う必要性を認識し、Uber 訴訟の検討を通じ

て法的問題点を明らかにする検討を試みた。

イギリスとアメリカの Uber 訴訟の動向につ

いては、「シェアリング・エコノミーと雇用

関係—アメリカとイギリスにおけるUber訴訟

をめぐる覚書—」季刊労働法 257 号（2017 年）

139 頁において公表した。 

また、わが国における法適用の問題につい

て理論的検討を行った。農業分野では、外国

人技能実習生をめぐり、労働時間規制の適用

について混乱する事態も生じている。農業を

めぐる環境や労働実態の変化のなかで、適正

な労働条件確保が重要な課題となるともに、 

労働法自体にも多くの課題があり、そうした

問題状況について「農業と労働法—農業就業

者の労働法の適用と労基法の適用除外に着

目して」日本労働研究雑誌 675 号（2016 年）

69 頁において明らかにした。また、NHK 集金

人をめぐる労働者性をめぐる下級審裁判例

の判断が揺れうごいており、「NHK 地域スタッ

フの労働者性と労契法 17条 1項の類推適用」

法律時報 89 巻 3 号（2017 年）126 頁として

公表した。 
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